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貸し出します
　　爺湖町は、疾患により特に注意が必要な高齢者や重度身体障害者がいる世帯のため、24 時間対応可能
　　な緊急通報用システムを設置し、日常生活の安全を確保するサービスを提供しています。

対象者
① 65 歳以上で心臓疾患や脳疾患、その他疾患などによ
り日常生活で特に注意を必要とする１人暮らしの人
② 65 歳以上で心臓疾患や脳疾患、その他疾患などによ
り日常生活で特に注意を必要とし、緊急時に同居者の
対応が困難な世帯に属する人
③身体障害者手帳１級・２級に該当する人で緊急時に
援護を必要とする人
※①～③と同等と認められる人も含みます。

サービス内容
・緊急通報システムを町負担で設置し、定期的に連絡
することで日常生活の安全を確保します。
・24 時間体制で緊急通報を受け付け、必要に応じて協
力員への連絡や救急車の要請を行います。

サービス利用の流れ
①申請書類
　役場健康福祉課、洞爺総合支所庶務課、洞爺湖温泉
支所窓口に備え付けてあります。
②申込み
　緊急通報システム貸与申請書（協力員を原則３人登
録する必要があります）、誓約書、緊急通報システム
協力員承諾書を健康福祉課、洞爺総合支所庶務課、洞
爺湖温泉支所に提出してください。
③利用審査
　申請内容を審査して、貸与を決定（もしくは却下）
します。
④利用決定
　利用が決定したときに申請者に通知します。その後、
日程調整を行い、緊急通報システムを設置します。

注意事項
・原則、協力員は申請者で確保してください。
・緊急通報システム導入後に、住所、電話番号、家族、
協力員などに変更がある場合は、速やかに健康福祉課
まで連絡ください。
・緊急通報により消防隊員、協力員などが救護に出動
し、やむを得ない理由により家屋などの一部を棄損し
た場合、その修復について町は責任を負いません。
・機器の設置工事や月々の機器の借用（レンタル）に
ついては、町が費用を負担しますが、通話料、電気料、
電池交換などの費用は利用者の負担となります。
・機器を破損か紛失した場合は、実費での弁償となり
ますので注意ください。

緊急通報システムの種類
　利用者の住宅環境などに合わせてどちらかを選択できます。

緊急通報用電話機（ワイヤレスペンダント） モバイル型電話機

自宅の電話機に接続して設置し、ワイヤレスペンダン
トは自宅内のみで利用できます。大きなボタンの方が
押しやすい人や主に自宅内で過ごされる人に適してい
ます。自宅に固定電話がある人のみ利用できます。

携帯電話と同じように、外でも利用可能で、小さなボ
タンを押すことができ、１人で外出することがある人
に適しています。自宅に固定電話が無い人も利用でき
ます。

緊急通報システムを緊急通報システムを
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